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平成２５年５月２９日判決言渡 

平成２５年（ネ）第１０００９号 商標権移転登録手続請求控訴事件 

（原審 東京地方裁判所平成２３年（ワ）第３０５９３号） 

口頭弁論終結日 平成２５年４月１０日 

             判         決 

       控 訴 人    Ｍ．ＨＯＮＭＡ株式会社 

       訴訟代理人弁護士    高   畠   敏   秀 

       被 控 訴 人    有限会社フォーラムゴルフ 

       訴訟代理人弁護士    渡   邉       穣 

       同           萩   原   崇   宏 

             主         文 

     １ 本件控訴を棄却する。 

     ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

             事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要 

以下，控訴人（原審被告）を「被告」と，被控訴人（原審原告）を「原告」とい

い，原審において用いられた略語は，当審においてもそのまま用いる。 

１ 本件商標権について，平成２１年３月３１日付けで，原告から被告への移転

登録がされている。原告は，被告に対し，本件譲渡契約を被告の債務不履行により

解除したことを理由に，解除に基づく原状回復請求権又は本件商標権に基づき，本

件商標権の移転登録手続を求めた。 

 原審は，本件譲渡契約における被告の１５００万円の代金支払債務に不履行があ
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ったことを理由に，原告からの解除の意思表示の効力を肯定し，原状回復請求権に

基づく原告の被告に対する本件商標権に係る移転登録手続請求権を認め，原告の請

求を認容した。被告は，これを不服として，原判決の取消しを求めて，控訴を提起

した。 

２ 争いのない事実等及び本件の争点 

原判決の「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」「２ 争いのない事実等」

及び「３ 本件の争点」（原判決１頁２６行目ないし４頁２１行目）記載のとおり

であるから，これを引用する。 

３ 争点に関する当事者の主張 

次のとおり付加，訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第３ 争点

に関する当事者の主張」（原判決４頁２２行目ないし８頁２３行目）記載のとおり

であるから，これを引用する。 

 (1)  原判決５頁９行目の「あり得ない。」の後に，「のみならず，本件商標権

を無償で譲渡することは，経済合理性がなく，原告の主張は失当である。」と加え

る。 

(2) 原判決５頁２２行目の「通常あり得ないし，」を「通常あり得ない。原告

代表者は，被告の株主総会が開催された同月２６日当時，被告の代表者でもあった

ことからすれば，売買契約書を作成することに支障はなかったにもかかわらず，本

件では，売買契約書が作成されていない。そのような点に鑑みると，売買契約はさ

れていなかったと推認される。また，」と訂正する。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 次のとおり付加，訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第４ 

当裁判所の判断」の１ないし４（原判決８頁２４行目ないし１３頁２３行目）に記

載のとおりであるから，これを引用する。 

(1) 原判決１０頁１行目末尾の後に，改行して，以下のとおり加える。 

「 さらに，被告は，ダイレクトリンク社は，本件商標権の原告から被告に対す
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る移転について，有償で締結されたとの話を聞いたことはなく，臨時株主総会の通

知後初めて，本件商標権移転の代金請求を受けたと主張する。 

しかし，原告とダイレクトリンク社との間では，ダイレクトリンク社が，中国等

で，『ＭＵＴＳＵＭＩ ＨＯＮＭＡ』ブランドのゴルフ用品の販売事業を展開する

ことが協議されており，ダイレクトリンク社は，被告が本件商標権を取得すること

が，同事業を展開する上で，極めて重要であることを認識していたと認められるか

ら，そのような経緯に照らすならば，本件商標権の譲渡が無償で行われたと解する

ことは不自然であり，被告の上記主張は，採用の限りでない。」 

(2) 原判決１０頁２５行目の「証拠（乙２０，被告代表者）によれば，」を

「証拠（甲１８，２０，乙２０，被告代表者）によれば，原告代表者とＤｉｒｅｃ

ｔ Ｌｉｎｋ ＣｈｉｎａのＡとの間で，被告の設立や共同出資について話合いが

行われたのは，本件商標の出願日以降である平成１９年９月頃からであり，ま

た，」と訂正する。 

(3) 原判決１１頁１行目の「あると認められるから」を「ある平成２０年３月

頃と認められるから」と訂正する。 

(4) 原判決１１頁１０行目末尾の後に，改行して，以下のとおり加える。 

 「 また，被告は，ダイレクトリンク社が被告に投資した資金は，製造受託者で

ある原告に支払われているのであるから，原告は実質的に十分な対価を取得してい

ると主張する。しかし，ダイレクトリンク社が被告に投資した資金は，在庫品の買

取費用や開発費・事前費用等に充てられたと認められるのであって（甲２１，３５

の１，乙１），原告が本件商標権の対価を取得しているものではない。被告の上記

主張は採用できない。」 

２ 結論 

 以上のとおりであるから，原告は，被告に対し，原状回復請求権に基づく本件商

標権の移転登録手続請求権を有すると認められる。よって，原告の請求を認容した

原判決は相当であり，本件控訴は理由がないので，これを棄却することとして，主
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文のとおり判決する。 
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